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公布された規則のあらまし

◇鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則の新設について

１ 規則の新設理由

鳥取県児童福祉施設に関する条例が制定され、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、条例で定める

ほか、規則で定めることとされたことに伴い、これらの基準について定める。

２ 規則の概要

(１) 助産施設である施設には、２人以上の助産師を置くこと、消火器等の非常災害に必要な設備を設ける

こと、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の助産施設に係る職員、設備及び運営に関す

る基準を定める。

(２） 乳幼児20人以下が入所する施設には、保育士を１人以上追加して置くこと、消火器等の非常災害に必

要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の乳児院に係る職員、設備

及び運営に関する基準を定める。

(３) 母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置くこと、消火器等の非常災害に必要な

設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の母子生活支援施設に係る職

員、設備及び運営に関する基準を定める。

(４) 保育所外で調理し搬入する方法により食事の提供を行う場合は、調理員を置かないことができること、

保育室等には保育に必要な用具を備えること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の保

育所に係る職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(５) 児童の遊びを指導する者は、保育士又は社会福祉士の資格を有する者等をもって充てること、消火器

等の非常災害に必要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の児童厚

生施設に係る職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(６) 児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置くこと、消火器等の非常災害に必要な設

備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の児童養護施設に係る職員、設備

及び運営に関する基準を定める。

(７) 主として知的障がいのある児童が入所する施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数

を4.3で除して得た数以上とすること、消火器等の非常災害に必要な設備を設けること、苦情の処理に当た

って職員以外の者を関与させること等の福祉型障害児入所施設に係る職員、設備及び運営に関する基準を定

める。

(８) 主として自閉症児が入所する施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を6.7で除して

得た数以上とすること、消火器等の非常災害に必要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の

者を関与させること等の医療型障害児入所施設の職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(９) 主として難聴児が通う施設及び主として重症心身障害児が通う施設を除き、児童指導員、保育士及び

機能訓練担当職員の総数は、おおむね児童の数を４で除して得た数以上とすること、消火器等の非常災害に

必要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の福祉型児童発達支援セ

ンターの職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(10) 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の職員（利用者の保護に直接従事す

る職員を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の職員に兼ねることができること、消火器等の非常

災害に必要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の医療型児童発達

支援センターの職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(11) 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童4.5人につき１人以上とすること、消火器等の非常災害

に必要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の情緒障害児短期治療

施設の職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(12) 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童4.5人に１人以上とすること、消火器

等の非常災害に必要な設備を設けること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の児童自
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立支援施設の職員、設備及び運営に関する基準を定める。

(13) 職員は、児童福祉司の資格を有する者をもって充てること、消火器等の非常災害に必要な設備を設け

ること、苦情の処理に当たって職員以外の者を関与させること等の児童家庭支援センターの職員、設備及び

運営に関する基準を定める。

(14) 施行期日等

ア 施行期日は、平成25年４月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県婦人保護施設に関する条例施行規則の新設について

１ 規則の新設理由

鳥取県婦人保護施設に関する条例が制定され、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準は、条例で定める

ほか、規則で定めることとされたことに伴い、これらの基準について定める。

２ 規則の概要

(１) 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること等の婦人保護施設に係る職員、

設備及び運営に関する基準を定める。

(２) 施行期日は、平成25年４月１日とする。
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規 則

鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則をここに公布する。

平成25年３月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第26号

鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、鳥取県児童福祉施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第79号。以下「条例」という。）

第７条第２項、第８条第２項、第９条第２項、第10条第２項、第11条第２項、第12条第２項、第13条第２

項、第14条第２項、第15条第２項、第16条第２項及び第17条第２項並びに別表第１から別表第11までの規定

に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

（助産施設の基準）

第３条 条例に定めるもののほか、助産施設の設備及び運営に関する基準は、別表第１のとおりとする。

（乳児院の基準）

第４条 条例に定めるもののほか、乳児院の設備及び運営に関する基準は、別表第２のとおりとする。

（母子生活支援施設の基準）

第５条 条例に定めるもののほか、母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第３のとおりとす

る。

（保育所の基準）

第６条 条例に定めるもののほか、保育所の設備及び運営に関する基準は、別表第４のとおりとする。

（児童厚生施設の基準）

第７条 条例に定めるもののほか、児童厚生施設の設備及び運営に関する基準は、別表第５のとおりとする。

（児童養護施設の基準）

第８条 条例に定めるもののほか、児童養護施設の設備及び運営に関する基準は、別表第６のとおりとする。

（障害児入所施設の基準）

第９条 条例に定めるもののほか、障害児入所施設の設備及び運営に関する基準は、別表第７のとおりとする。

（児童発達支援センターの基準）

第10条 条例に定めるもののほか、児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第８のとおりと

する。

（情緒障害児短期治療施設の基準）

第11条 条例に定めるもののほか、情緒障害児短期治療施設の設備及び運営に関する基準は、別表第９のとおり

とする。

（児童自立支援施設の基準）

第12条 条例に定めるもののほか、児童自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第10のとおりとす

る。

（児童家庭支援センターの基準）

第13条 条例に定めるもののほか、児童家庭支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第11のとおりと

する。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成24年４月１日前に設置された児童発達支援センターに対する別表第８の１の表職員の配置の項第３号の

規定の適用については、同号中「言語聴覚士」とあるのは、「言語機能訓練担当職員」とする。

別表第１（第３条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 助産所である施設には、２人以上の助産師を置くこと。また、そのうち１人は、専任とす

ること。

２ 嘱託医師は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。

設備 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提 １ 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

４ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

５ 助産施設には、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。) 第22条第１項

に規定する妊産婦を入所させてなお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることが

できること。

６ 利用者に対し、入所時及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法（昭和33年法律第56

号）に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。

７ 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき助産の中止等の勧告を受けた

場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

８ 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払う

こと。

９ 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

10 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 条例別表第１記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、

び保存 それぞれに定める期間保存すること。

(１) 決算書類 30年間

(２) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(３) (１)及び(２)に掲げる書類以外の帳簿及び記録 ５年間

事故等への対 １ 苦情の処理に当たっては、当該施設の職員以外の者を関与させること。

応 ２ 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(１) 事故が発生した場合の対応等が記載された手引きを整備すること。

(２) 事故発生の防止のための会議を設置すること。

(３) 職員に対する事故発生の防止のための研修を定期的に行うこと。

３ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条

の規定による調査又はあっせんに協力すること。

４ 助産所である施設にあっては、利用者が産科手術の必要な異常分べんをするおそれのある

ときは、速やかに適当な病院又は診療所に入院させること。ただし、応急の処置を要すると

きは、この限りでない。
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別表第２（第４条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 看護師、保育士又は児童指導員の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数を

合計した人数（その数が７人に満たないときは、７人）以上とすること。

区分 人数

乳児及び２歳未満の幼児 おおむね1.6人につき１人

満２歳以上３歳未満の幼児 おおむね２人につき１人

満３歳以上の幼児 おおむね４人につき１人

２ 看護師の数は、乳幼児の数を10で除した数（１に満たない端数があるときは、それを切り

捨てるものとする。）に１を加えた人数以上とすること。

３ 乳幼児の数が20人以下の施設には、第１号の職員に加えて、保育士を１人以上置くこと。

４ 乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置くこ

と。

５ 調理業務の全部を委託するとき及び乳幼児の数が10人未満の場合であって調理員に代わる

べき者を置くときは、調理員を置かないことができること。

６ 施設の長は、知事が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための

研修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に

運営する能力を有するものをもって充てること。

(１) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) 乳児院の職員として３年以上勤務した者

(４) (１)から(３)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者

７ 施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受

けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

８ 心理療法担当職員は、学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による大学において心理

学を専攻する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって個人及び集団心

理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充て

ること。

９ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院に

おいて乳幼児の養育に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当する者

をもって充てること。

設備 別表第１設備の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提 １ 乳幼児の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 乳幼児の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、乳幼児を入浴させ、又は

清しきすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに乳幼児の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に
し

従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料に

は、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産

された加工品を利用するよう努めること。

７ 乳幼児に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。

８ 乳幼児の養育は、その心身及び社会性の健全な発達を促進し、人格の形成に資することを



- 7 -

平成25年３月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第37号

基本に行うこと。

９ 乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡

眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握及び必要に応じて感染症等の予防処置を行うこ

と。

10 乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように家庭環境の調整を行う

こと。

11 乳幼児に対し、入所時の健康診断、１年に２回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断

を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、児童相談

所等において行われた健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断が乳幼児に対

する入所時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部

又は一部を行わないことができる。

12 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受け

た場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

13 乳幼児に係る児童手当法（昭和46年法律第73号）の規定による児童手当の支給を受けたと

きは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、乳幼児ごとにその額を明らかにすること。

(３) 乳幼児が退所した場合には、速やかに、当該乳幼児に取得させること。

14 児童相談所及び児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等の関係

機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たること。

15 職員の健康診断に当たっては、乳幼児の食事を調理する者について特に綿密な注意を払う

こと。

16 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

17 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第３（第５条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 母子支援員の数は、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める人数以上とすること。

区分 人数

母子10世帯未満が入所する施設 １人

母子10世帯以上20世帯未満が入所する施設 ２人

母子20世帯以上が入所する施設 ３人

２ 少年を指導する職員の数は、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める人数以上とすること。

区分 人数

母子20世帯未満が入所する施設 １人

母子20世帯以上が入所する施設 ２人

３ 母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置くこと。

４ 設備の項第１号の規定により保育所に必要な設備を設けたときは、保育士を乳児おおむね

30人につき１人以上置くこと。ただし、１人を下回ることはできない。

５ 施設の長は、知事が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研
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修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運

営する能力を有するものをもって充てること。

(１) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) 母子生活支援施設の職員として３年以上勤務した者

(４) (１)から(３)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者

６ 施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受

けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

７ 母子支援員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。

(１) 知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(２) 保育士の資格を有する者

(３) 社会福祉士の資格を有する者

(４) 精神保健福祉士の資格を有する者

(５) 学校教育法の規定による大学に入学することのできる者又は知事がこれと同等以上の

能力を有すると認める者であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの

８ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学において心理学を専修する学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって個人及び集団心理療法の技術を有するも

の又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。

設備 １ 乳幼児が入所する施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要が

あるときは、保育所に必要な設備を設けること。

２ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提 １ 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、利用者を入浴させ、又は

清しきすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に
し

従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料に

は、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産

された加工品を利用するよう努めること。

７ 利用者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。

８ 施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再

構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、利用者の自立の促進を目的とし、かつ、そ

の私生活を尊重して個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童

の養育に関する相談、助言及び指導、関係機関との連絡調整等を行うこと。

９ 利用者に対し、入所時の健康診断、１年に２回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断

を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の

左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の

全部又は一部を行わないことができる。

児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断 定期健康診断又は臨時の健康診断

10 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき母子保護の中止等の勧告を受
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けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

11 福祉事務所、母子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子福祉団体及び公共

職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等の関係機関と密接に連携

して、母子の保護及び生活支援に当たること。

12 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払う

こと。

13 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

14 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第４（第６条関係）

項目 基準

職員の配置 保育所外で調理し搬入する方法により食事の提供を行う場合は、調理員を置かないことがで

きること。

設備 １ 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）には、保育に必要な

用具を備えること。

２ 保育室等を２階に設ける建物は次の(１)から(３)までの要件に、保育室等を３階以上に設

ける建物は次の(２)から(６)までの要件に該当するものであること。

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同

条第９号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。

(２) 次の表の左欄に掲げる階には、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄

に掲げる設備が避難上有効な位置に１以上設けられていること。また、当該設備のいずれ

かが、保育室等から歩行距離にして30メートル以内に設けられていること。

階 区分 設備

２階 常用 屋内階段

避難用 ア 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項に規定する

構造の屋内階段で、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡

し、かつ、同条第３項第２号、第３号及び第９号に規定する構造を有す

るもの

イ 建築基準法施行令第123条第３項に規定する構造の階段

ウ 待避上有効なバルコニー

エ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備

オ 屋外階段

３階 常用 ア 建築基準法施行令第123条第１項に規定する構造の屋内階段

イ 建築基準法施行令第123条第３項に規定する構造の階段

避難用 ア 建築基準法施行令第123条第１項に規定する構造の屋内階段で、屋内

と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第３項第

２号、第３号及び第９号を満たすもの

イ 建築基準法施行令第123条第３項に規定する構造の階段

ウ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに
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準ずる設備

エ 屋外階段

４階 常用 ア 建築基準法施行令第123条第１項に規定する構造の屋内階段

以上 イ 建築基準法施行令第123条第３項に規定する構造の階段

避難用 建築基準法施行令第123条第２項に規定する構造の屋外階段

(３) 保育室等及び児童が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備

が設けられていること。

(４) 保育所の調理室以外の部分と調理室の部分が、建築基準法第２条第７号に規定する耐

火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備で区

画されていること。また、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通し

て又はこれに近接して設けられている場合は、防火上有効なダンパーが設けられているこ

と。ただし、次のいずれかに該当する調理室は、この限りでない。

ア スプリンクラー設備その他これに類する消火設備で自動式のものが設けられていること。

イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部

への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(５) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でされていること。また、カーテ

ン、敷物、建具等で可燃性のものについては、防炎処理が施されていること。

(６) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている

こと。

３ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提 １ 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

４ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

５ 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従
し

って保育所内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料に

は、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産

された加工品を利用するよう努めること。

６ 次に掲げる要件を満たす保育所は、前号の規定にかかわらず、当該保育所の満３歳以上の

幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことがで

きること。この場合において、当該保育所には、調理室を設けないことができるが、当該保

育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えな

ければならない。

(１) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が衛生面、栄養面等

業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保され

ていること。

(２) 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の

観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(３) 調理業務の受託者は、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄

養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(４) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アト

ピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応

じることができること。

(５) 食を通じた児童の健全育成を図る観点から、児童の発育及び発達の過程に応じて食に
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関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めているこ

と。

７ 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。

８ 常に児童の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力

を得るよう努めること。

９ 児童の保護者から施設が提供するサービスの対価として法第56条第３項の規定による徴収

金又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号）第13条第４項の保育料以外の金銭を徴収するときは、当該サービスの実施に要

する費用を勘案し、かつ、当該者の家計に与える影響を考慮した額とすること。

10 児童に対し、入所時の健康診断、１年に２回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、他の保育所等

における転入前の健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断が児童に対する入

所時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、全部又は一部を行わないこ

とができる。

11 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき保育の中止等の勧告を受けた

場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

12 児童に対する保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容につい

ては、知事が定める保育指針を勘案して行うこと。

13 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこ

と。

14 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

15 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第５（第７条関係）

項目 基準

職員の配置 児童の遊びを指導する者は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。

(１) 知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(２) 保育士又は社会福祉士の資格を有する者

(３) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は知事がこれ

と同等以上の能力を有すると認める者であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの

(４) 学校教育法の規定による幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭

となる資格を有する者

(５) 学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

若しくは体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又はこ

れと同等以上の能力を有する者であって、施設の設置者（地方公共団体以外の者が設置す

る施設にあっては、知事）が適当と認めたもの

サービスの提 １ 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。
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４ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

５ 遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活

動の助長を図るように行うこと。

６ 必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡すること。

７ 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

８ 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第６（第８条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数を合計した

人数（入所する児童が45人以下の施設にあっては、更に１人を加えた人数）以上とすること。

区分 人数

乳児及び２歳未満の幼児 おおむね1.6人につき１人

２歳以上３歳未満の幼児 おおむね２人につき１人

３歳以上の幼児 おおむね４人につき１人

少年 おおむね5.5人につき１人

２ 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき１人以上とすること。ただし、１人を下回るこ

とはできない。

３ 児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置くこと。

４ 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置くこと。

５ 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。

６ 施設の長は、知事が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研

修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運

営する能力を有するものをもって充てること。

(１) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) 児童養護施設の職員として３年以上勤務した者

(４) (１)から(３)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者

７ 施設の長は、２年に１回以上、知事が指定する者が行うその資質の向上のための研修を受

けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

８ 児童指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。

(１) 知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) 精神保健福祉士の資格を有する者

(４) 学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を

専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の能

力を有すると知事が認めた者

(５) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は知事がこれ

と同等以上の能力を有すると認めた者であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの

(６) 学校教育法の規定による小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資
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格を有する者であって、知事が適当と認めたもの

(７) ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの

９ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護

施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該当す

る者をもって充てること。

10 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学において心理学を専修する学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する

もの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。

設備 １ 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

２ 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるとき

は、この限りでない。

３ 入所する児童が30人以上の施設には、医務室及び静養室を設けること。

４ 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。

５ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提 １ 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、児童を入浴させ、又は清し

きすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従
し

って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、

県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産され

た加工品を利用するよう努めること。

７ 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。

８ 児童の養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、

職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな

成長とその自立を支援することを目的として行うこと。

９ 児童の生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊か

な人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得

ることができるように行うこと。

10 児童の学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切

な相談、助言、情報の提供等の支援により行うこと。

11 児童の職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能

力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要

に応じ行う実習、講習等の支援により行うこと。

12 児童の家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう

に行うこと。

13 児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童と起居を共にさせること。

14 児童に対し、入所時の健康診断、１年に２回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄

に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部

又は一部を行わないことができる。
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児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断 定期健康診断又は臨時の健康診断

15 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の措置の中止等の勧告

を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

16 児童に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げ

るところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、児童ごとにその額を明らかにすること。

(３) 児童が退所した場合には、速やかに、当該児童に取得させること。

17 児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、

公共職業安定所等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たるこ

と。

18 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこ

と。

19 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

20 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第７（第９条関係）

１ 福祉型障害児入所施設

区分 基準

職員の配置 １ 主として知的障がいのある児童が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。

(１) 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね入所者の数を4.3で除して得た人数

（入所する児童が30人以下の施設にあっては、更に１人を加えた人数）以上とする

こと。

(２) 嘱託医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者をもって充てる

こと。

(３) 主として自閉症児が入所する施設にあっては、医師に児童を対象とする精神科

の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。

(４) 主として自閉症児が入所する施設にあっては、看護師の数を入所者おおむね20

人につき１人以上とすること。

２ 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設の職員は、次のとおりと

すること。

(１) 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数

を合計した人数（入所する児童が35人以下の施設にあっては、更に１人を加えた人

数）以上とすること。

区分 人数

乳幼児 おおむね４人につき１人

少年 おおむね５人につき１人

(２) 嘱託医師は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者をもって充て

ること。
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３ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設の児童指導員及び保育士の総数は、

おおむね入所者の数を3.5で除して得た人数以上とすること。

４ 入所者５人以上に心理指導を行う場合には、心理指導担当職員を置くこと。

５ 職業指導を行う場合には、職業指導員を置くこと。

６ 入所定員が40人以下の施設で、調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かな

いことができること。

７ 心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学において心理学を専修する学科

若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の

技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てる

こと。

８ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の職員（入所者の

保護に直接従事する職員を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の職員に兼

ねることができること。

設備 １ 入所定員が30人未満の施設で、主として知的障がいのある児童が入所するものにあ

っては医務室を、入所定員が30人未満の施設で主として視覚又は聴覚の障がいのある

児童が入所するものにあっては医務室及び静養室を設けないことができること。

２ 主として視覚に障がいのある児童が入所する施設又は主として肢体不自由のある児

童が入所する施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。

３ 入所者の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

４ 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

５ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

６ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の設備（居室及び

当該施設に特有の設備を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備に兼ね

ることができること。

サービスの提供 １ 入所者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措

置を講ずること。

３ 入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、入所者を入浴さ

せ、又は清しきすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された
し

献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、

その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料

として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

７ 入所者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努める

こと。

８ 生活指導は、入所者ができる限り社会に適応するよう行うこと。

９ 学習指導は、入所者がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適

切な相談、助言、情報の提供等の支援により行うこと。

10 職業指導は、入所者の適性に応じ、入所者が将来できる限り健全な社会生活を営む

ことができるよう行い、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、入所者がそ

の適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報

の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行うこと。

11 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設を除き、児童指導員及び
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保育士のうち少なくとも１人を入所者と起居を共にさせること。

12 入所者の保護者に入所者の性質及び能力を説明するとともに、入所者の通学する学

校及び必要に応じ当該入所者を取り扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をと

り、入所者の生活指導、学習指導及び職業指導について、協力を求めること。

13 入所者に対し、入所時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法に

規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は入所者の障がいの特性等に配慮して行

うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当

該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認め

られるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

入所者が通学する学校における健康診断 必要の都度の健康診断

14 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を

受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

15 主として知的障がいのある児童が入所する施設は、入所者を適切に保護するため、

随時心理学的及び精神医学的診査を行うこと。ただし、入所者の福祉に有害な実験に

わたってはならない。

16 主として視覚又は聴覚に障がいのある児童が入所する施設は、入所時の健康診断に

当たり、特に視覚又は聴覚の機能障害の原因及びその状況を精密に診断すること。

17 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、入所時の健康診断に当たり、整

形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断すること。

18 入所者に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を

次に掲げるところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、入所者ごとにその額を明らかにする

こと。

(３) 入所者が退所した場合には、速やかに、当該入所者に取得させること。

19 職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について特に綿密な注意

を払うこと。

20 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向

上のための研修の機会を確保すること。

21 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設において

は、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

２ 医療型障害児入所施設

区分 基準

職員の配置 １ 主として自閉症児が入所する施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね入所

者の数を6.7で除して得た人数以上とすること。

２ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。

(１) 児童指導員及び保育士の総数は、次に掲げる区分ごとにそれぞれに定める人数

を合計した人数以上とすること。

区分 人数

乳幼児 おおむね10人につき１人

少年 おおむね20人につき１人
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(２) 施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有

する医師をもって充てること。

３ 主として重症心身障害児が入所する施設の職員は、次のとおりとすること。

(１) 条例別表第７の２の表職員の配置の項に規定する職員のほか、理学療法士又は

作業療法士を置くこと。

(２) 施設の長及び医師は、内科、精神科、神経と組み合わせた名称を診療科名とす

る診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験

を有する医師をもって充てること。

４ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の職員（入所者の

保護に直接従事する職員を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の職員に兼

ねることができること。

設備 １ 他に適当な設備がある場合は、義肢装具を製作する設備を設けないことができるこ

と。

２ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、階段の傾斜を緩やかにするこ

と。

３ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の設備（居室及び

当該施設に特有の設備を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備に兼ね

ることができること。

４ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提供 １ 入所者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措

置を講ずること。

３ 入所者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、利用者を入浴さ

せ、又は清しきすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された
し

献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、

その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料

として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

７ 入所者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努める

こと。

８ 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、生活指導は、入所者ができる限り

社会に適応するよう行うこと。

９ 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、学習指導は、入所者がその適性、

能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支

援により行うこと。

10 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、職業指導は、入所者の適性に応

じ、入所者が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行い、勤労の基

礎的な能力及び態度を育てるとともに、入所者がその適性、能力等に応じた職業選択

を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実

習、講習等の支援により行うこと。

11 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、児童指導員及び保育士のうち少な

くとも１人を入所者と起居を共にさせること。

12 主として重症心身障害児が入所する施設を除き、入所者の保護者に入所者の性質及

平成25年３月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第37号
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び能力を説明するとともに、入所者の通学する学校及び必要に応じ当該入所者を取り

扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、入所者の生活指導、学習指導及

び職業指導について、協力を求めること。

13 入所者に対し、入所時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法に

規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は入所者の障がいの特性等に配慮して行

うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当

該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認め

られるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

入所者が通学する学校における健康診断 必要の都度の健康診断

14 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告

を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

15 主として自閉症児が入所する施設は、入所者を適切に保護するため、随時心理学的

及び精神医学的診査を行うこと。ただし、入所者の福祉に有害な実験にわたってはな

らない。

16 主として肢体不自由のある児童が入所する施設は、入所時の健康診断に当たり、整

形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断すること。

17 入所者に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を

次に掲げるところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、入所者ごとにその額を明らかにする

こと。

(３) 入所者が退所した場合には、速やかに、当該入所者に取得させること。

18 職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について特に綿密な注意

を払うこと。

19 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向

上のための研修の機会を確保すること。

20 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設において

は、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第８（第10条関係）

１ 福祉型児童発達支援センター

区分 基準

職員の配置 １ 主として難聴児が通う施設及び主として重症心身障害児が通う施設を除き、児童指

導員、保育士及び機能訓練担当職員の総数は、おおむね利用者の数を４で除して得た

数以上とすること。

２ 主として知的障がいのある児童が通う施設の嘱託医師は、精神科又は小児科の診療

に相当の経験を有する者をもって充てること。

３ 主として難聴児が通う施設の児童指導員、保育士、言語聴覚士及び機能訓練担当職

員の総数は、おおむね利用者の数を４で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚

士の数は、４人を下回ることはできない。

４ 主として難聴児が通う施設の嘱託医師は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験

を有する者をもって充てること。

平成25年３月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第37号
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５ 主として重症心身障害児が通う施設の児童指導員、保育士、看護師及び機能訓練担

当職員の総数は、おおむね利用者の数を４で除して得た数以上とすること。ただし、

機能訓練担当職員の数は、１人を下回ることはできない。

６ 主として重症心身障害児が通う施設の嘱託医師は、内科、精神科、神経と組み合わ

せた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション

科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。

７ 利用定員が40人以下の施設で、調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かな

いことができること。

８ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の職員（利用者の

保護に直接従事する職員を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の職員に兼

ねることができること。

設備 １ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の設備（当該施設

に特有の設備を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備に兼ねることが

できること。

２ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提供 １ 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措

置を講ずること。

３ 利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、利用者を入浴さ

せ、又は清しきすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された
し

献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、

その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料

として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

７ 利用者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努める

こと。

８ 生活指導は、利用者ができる限り社会に適応するよう行うこと。

９ 利用者の保護者に利用者の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該利用

者を取り扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、利用者の生活指導につ

き、その協力を求めること。

10 利用者に対し、通所開始時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全

法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は、利用者の障がいの特性等に配慮

して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る。

児童相談所等における通所前の健康診断 通所開始時の健康診断

利用者が通学する学校における健康診断 必要の都度の健康診断

11 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき通所の中止等の勧告

を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

12 主として難聴児が通う施設は、通所開始時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及

び機能障害の状況を精密に診断すること。

13 主として知的障がいのある児童が通う施設は、利用者を適切に保護するため、随時
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心理学的及び精神医学的診査を行うこと。ただし、利用者の福祉に有害な実験にわた

ってはならない。

14 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意

を払うこと。

15 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向

上のための研修の機会を確保すること。

16 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設において

は、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

２ 医療型児童発達支援センター

区分 基準

職員の配置 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の職員（利用者の保

護に直接従事する職員を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の職員に兼ねる

ことができること。

設備 １ 階段の傾斜を緩やかにすること。

２ 他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該施設の設備（当該施設

に特有の設備を除く。）の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備に兼ねることが

できること。

３ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提供 １ 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措

置を講ずること。

３ 利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、入所者を入浴さ

せ、又は清しきすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された
し

献立に従って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、

その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料

として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

７ 利用者に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努める

こと。

８ 生活指導は、利用者ができる限り社会に適応するよう行うこと。

９ 利用者の保護者に利用者の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該利用

者を取り扱った児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、利用者の生活指導につ

き、その協力を求めること。

10 利用者に対し、通所開始時の健康診断及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全

法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて、又は、利用者の障がいの特性等に配慮

して行うこと。ただし、次の表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握した場合であっ

て、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る。

児童相談所等における通所前の健康診断 通所開始時の健康診断
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利用者が通学する学校における健康診断 必要の都度の健康診断

11 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき通所の中止等の勧告

を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

12 肢体不自由のある利用者については、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因

及びその状況を精密に診断し、通所を継続するか否かを考慮すること。

13 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意

を払うこと。

14 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向

上のための研修の機会を確保すること。

15 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設において

は、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第９（第11条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童4.5人につき１人以上とすること。

２ 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき１人以上とすること。

３ 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。

４ 施設の長は、知事が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研

修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運

営する能力を有するものをもって充てること。

(１) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) 情緒障害児短期治療施設の職員として３年以上勤務した者

(４) (１)から(３)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者

５ 施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受

けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

６ 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。

７ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学において心理学を専修する学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の資格を有すると知事が認め

た者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する１年以上の経

験を有するものをもって充てること。

８ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、情緒障害

児短期治療施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれ

かに該当する者をもって充てること。

設備 １ 男子と女子の居室を別にすること。

２ 少数の児童を対象とする施設を除き、便所は、男子用と女子用とを別にすること。

３ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提 １ 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、児童を入浴させ、又は清し

きすること。

４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。



- 22 -

平成25年３月29日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第37号

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従
し

って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、

県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産され

た加工品を利用するよう努めること。

７ 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。

８ 児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が施設を退所した後、健全な社会生活を営むこ

とができるようにすることを目的として心理療法及び生活指導を行うこと。

９ 児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子

関係の再構築等が図られるように家庭環境の調整を行うこと。

10 児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童と起居を共にさせること。

11 児童に対し、入所時の健康診断、１年に２回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄

に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部

又は一部を行わないことができる。

児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断

12 前号の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受けた

場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

13 児童に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げ

るところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、児童ごとにその額を明らかにすること。

(３) 児童が退所した場合には、速やかに、当該児童に取得させること。

14 児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、

保健所、市町村保健センター等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整

に当たること。

15 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこ

と。

16 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

17 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第10（第12条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、おおむね児童4.5人につき１人以上と

すること。

２ 児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置くこと。

３ 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置くこと。

４ 施設の長は、次のいずれかに該当し、かつ、国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成
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所（以下「養成所」という。）が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修

又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設を適切に運営

する能力を有するものであること。

(１) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) ５年以上（養成所を卒業した者にあっては、３年以上）児童自立支援専門員の職にあ

った者又は児童自立支援事業に従事した者

(４) (１)から(３)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると知事が認める者

５ 施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための知事が指定する者が行う研修を受

けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

６ 児童自立支援専門員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。

(１) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) 養成所又は知事の指定する児童自立支援専門員を養成する施設を卒業した者

(４) 学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を

専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の資

格を有する者であって、児童自立支援事業へ従事した期間を踏まえて知事が適当と認めた

もの

(５) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等

以上の資格を有する者であって、児童自立支援事業へ従事した期間を踏まえて知事が適当

と認めたもの

(６) 学校教育法の規定による小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資

格を有する者であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教諭の職

務に従事したもの

７ 児童生活支援員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。

(１) 保育士の資格を有する者

(２) 社会福祉士の資格を有する者

(３) ３年以上児童自立支援事業に従事した者

８ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立

支援施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第13条第２項各号のいずれかに該

当する者をもって充てること。

９ 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学において心理学を専修する学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の資格を有すると知事が認め

た者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する１年以上の経

験を有するものをもって充てること。

設備 １ 男子と女子の居室は、これを別にすること。

２ 少数の児童を対象として設けるときを除き、便所は、男子用と女子用とを別にすること。

３ 児童の年齢、適性等に応じ、職業指導に必要な設備を設けること。

４ 学科指導に関する設備は、小学校、中学校又は特別支援学校の設備基準に準ずること。

５ 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

サービスの提 １ 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、児童を入浴させ、又は清し

きすること。
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４ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

５ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

６ 食事は、栄養並びに児童の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に従
し

って施設内の調理室で調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には、

県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産され

た加工品を利用するよう努めること。

７ 児童に対して健康な生活の基本として正しい食習慣を身に付けさせるよう努めること。

８ 児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくこ

とができるよう支援することを目的として生活指導及び職業指導を行うこと。

９ 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領に準じて行うこと。

10 児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性

を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるよう

に生活指導、職業指導及び家庭環境の調整を行うこと。

11 児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも１人を児童と起居を共にさせる

こと。

12 入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに学科指導を

行う場合にあっては教育評価を行うこと。

13 児童に対し、入所時の健康診断、１年に２回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の表の左欄

に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部

又は一部を行わないことができる。

児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断 定期健康診断又は臨時の健康診断

14 前号の健康診断をした医師から、当該健康診断の結果に基づき入所の中止等の勧告を受け

た場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

15 児童に係る児童手当法の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げ

るところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、児童ごとにその額を明らかにすること。

(３) 児童が退所した場合には、速やかに、当該児童に取得させること。

16 児童の通学する学校及び児童相談所並びに児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安

定所等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たること。

17 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者につき特に綿密な注意を払うこ

と。

18 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

19 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応

別表第11（第13条関係）

項目 基準
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職員の配置 職員は、法第13条第２項各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

設備 別表第１設備の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提 １ 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

供 ２ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

３ 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

４ 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月１回以上行うこと。

５ サービスの提供に当たっては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切

を旨とすること。

６ 児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福

祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センタ

ー、学校等との連絡調整を円滑に行うこと。

７ 施設に附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう

必要な措置を講ずること。

８ 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のた

めの研修の機会を確保すること。

９ 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例

及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

び保存

事故等への対 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

応
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鳥取県婦人保護施設に関する条例施行規則をここに公布する。

平成25年３月29日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第27号

鳥取県婦人保護施設に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、鳥取県婦人保護施設に関する条例（平成24年鳥取県条例第80号。以下「条例」という。）

第３条第２項及び別表の規定に基づき、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（婦人保護施設の基準）

第２条 条例に定めるもののほか、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準は、別表のとおりとする。

附 則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

別表（第２条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができること。

２ 施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する次に掲げる要件を満たす者であること。

(１) 30歳以上の者であって、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項各号のいず

れかに該当するもの又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に３年以上従事したものであ

ること。

(２) 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から起算して５年を経過しない者でないこと。

(３) 心身ともに健全な者であること。

設備 １ 次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、知事が火災に係る利用者

の安全性が確保されていると認めたものは、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201

号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３

に規定する準耐火建築物をいう。）とすることを要しないこと。

(１) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火

災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑

制に配慮した構造であること。

(２) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑

な消火活動が可能なものであること。

(３) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、

円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員

すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

２ 居室は、次のとおりとすること。

(１) 主要な出入口を避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設けること。

(２) 寝具を収納する設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる設備を設

けること。ただし、寝台を設ける場合は、寝具を収納する設備を設けることを要しない。

３ 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

４ 医務室は、利用者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備え、そ

れらが適正に管理されていること。

５ 食堂及び調理室は、食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔に保つため
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に必要な措置を講ずること。

６ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

７ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

利用者の処 １ 利用者の就労及び生活に関する指導及び援助は、利用者の私生活を尊重して行うこと。

遇等 ２ 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、あらかじめ作成された献立に
し

従って調理されたものを適切な時間に提供すること。また、その材料には県内で生産された

農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用す

るよう努めること。

３ 栄養士を置かない施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保

健所の指導を受けること。

４ 入所時及び毎年２回以上定期に利用者の健康診断を行うこと。

５ 居室その他の設備は、常に清潔にすること。

６ 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講

ずること。

７ 設置者が利用者に係る児童手当法（昭和46年法律第73号）の規定による児童手当の支給を

を受けたときは、支給を受けた金銭を次に掲げるところにより管理すること。

(１) 児童手当法第２条の規定に従って用いること。

(２) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、利用者ごとにその額を明らかにすること。

(３) 利用者が退所した場合には、速やかに、当該利用者に取得させること。

８ 婦人相談所、福祉事務所、警察、母子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の

関係機関及び婦人相談員、母子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と

密接に連携すること。

記録の作成 条例別表記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それ

及び保存 ぞれに定める期間保存すること。

(１) 決算書類 30年間

（２） 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(３) 前２号に掲げる書類以外の帳簿及び記録 ５年間

事故等への 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第１項の規定による調査に

対応 協力すること。


